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処方竺 E1・保険
吾重三 調剤をしていて疑問に思ったこと，

百同 てe- ...~.!由主fこ白書、告さんに聞かれて困ったこと，
.....1"1、 -
ー-〆h 医師に凝義照会して対応したが

一' いま一つ納得できないこと.ありませんか?

皆さんの媛聞に各分野の専門家がお答えいたします。

どしどし質問してください。

「質問の募集」要項は65頁にあります。

なお，回答は本誌に燭載することによってのみ行います。

電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

また，特殊なケースの質問は

録用されないこともありますので予めご了承ください。

最近，来局する患者のうち.r次回に一

緒に払うからJといってなかなか一部

負担金を受払ってくれない人がいて闘っています。

その後も処方せんを持ってこられるのですが，そ

れまでの未収分の一部負担金を豆払うよう催促し

ても「次回一緒に払うから」といってなかなか応

じてくれません。このような場合，調剤拒否はで

きるのでしょうか。(匿名希望)

難しい問題ですが， 一般的には， 一部負担

金を支払わないという理由だけで初日1)拒否
『・ー-ー.-

をすることは困難でしょう O

~斉1)師には，楽剤師法により処方せんの応需が義務づ

けられています(薬剤師法第21条.表1)。その|民 rif主!.'i

な恐山jがあれば薬剤師は制斉1)を拒否することができる

とされていますが，現行の解釈としては， 一斉1¥負慰金を

支払わないために処Hせんによる調斉1) を.j{î~~する 二と は
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)欠回払うから。
半口.000
l之なります-
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国保j去における取り扱い

国民健康保険法(昭和33年 12月27日司法律第192号)

(療養の給付を受ける場合の一部負担金)

第42条(略)

2 保険医療機関等は，前I頁の 部負担金 (第43条第1J買の規定によ

り一部負担金の割合が滅ぜられたときは，同条第2J頁に規定する保

険医療機関等にあっては司当該減ぜられた割合による一部負担金と

し，第44条第1J貢第1号の措置が採られたときは、当該減額された

一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし，保険医療機関等

が善良な管理者と同ーの注意をもってその支払を受けることに努め

たにもかかわらず，なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部

を支払わないときは唱保険者は『当該保険医療機関等の請求に基づ

き司この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することが

できる。

表2処方せんの応需義務

薬剤師法(昭和35年8月10日‘法律第146号)

(調印lの求めに応ずる義務)

第21条調剤に従事する薬剤師は，調剤の求めがあった場合には，

正当な理由がなければ‘ζれを拒んではならなL、

表 1

IIE~ な Jlli山J として認められないようで寸。したがって，

たいへんかもしれませんが，何らかの叫rlJにより 一点15負

J上l金を支払ってくれない忠者に対しては，その保険3ili局

カマ主.JXiilli足するしかMlカfなし、と忠、われます。

ただい保険Sli!~)討が費)判徴収について卜分努力しでも，

その忠おが 部負担金の支払いにまったく応じないよう

「予見することができる必安期間に従ったものJ(1保険

医療機関&び保険医療養相当規則J第20条)と改正され，

医師の裁量の範凶で‘投与することがより明確となりまし

り

たが i庁医来品・麻薬・ riリiHlfI薬については，その極知

にL七、じて 119114日分， 301ゴ分， 9011分としてそれぞれ:!i!J

であれば，一皮，加入している保険者に相談してみるこ

とも lつの方法です。|主|民健1*保険法では，保険医療機

関などが一企部負担金を徴収するよう努力しでも，被保険

者(患者)がその一部または企部を支払わないような場合

には，その士、JI，川町長Iとして， i別検-11-ヵf代わりに徴収でき

るよう定められています(表2)。
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限されています。

ただし，

れている|民主主品であっても，

な連休，年末-年始，そして海外波新しなどの特殊の事情

として認められる場合にIU-!.り，必要最小|恨の範|註|におい

て l同301:1分まで投与することが認められています(平成

14年4月4日，保|長発第0404001 -~j-) 。 したがって同

14日分を限度とされている内服薬または外川裂であって

これら投与唱 について具体的な制限が設けら

ゴールデンウィ ークのよう

も， Wiタネの*情であれば，処方rs;が認める範囲内で l回

30日分まで投15ーすることができます。

長期投与について質問があります。新

医薬品，麻薬，向精神薬については投

与期間に制限がありますが，ゴールデンウィーク

や年末・年始，また，海外渡航などの特別な理由

がある場合には，その限度はどのように考えれば

よいのでしょうか。他の医薬品と同じように処方

匿の判断ということで，特に具体的な制限はない

ので し ょうか。(匿名希望)

しかし，通常より Irill30円分ならびに 11IT190日分を限

度とされている医薬品については，そもそも長期投与が

認められていることから，特殊の事情であったとしても，

それ以上の投与量は保険適用が認められていませんので，

保険適用上 I1II114 Il分を限度とされている

内服薬または外J.FJ#5については，特殊の事

情である場合に限り回 30日分を限度として投与ーする

ことが認められていますu 間違わないよう iJ:意してくださ U、
平成 14年4月よ医師による医薬品の投与量の制限は，

-~ ， 
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